
基安安発 0316第 l号

平成 27年 3月 16日

別紙1の関係 42都道府県労働局労働基準部安全主務課長殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

個別検定を受けていない小型圧力容器の取扱いについて

今般、下記のとおり、

所轄の東京労働局から輸入者に対して、販売済みのものも含め

て全て個別検定を受けるよう別添1のとおり指導したところである。
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別紙1 関係 42都道府県労働局





臣亙日

東労発基第 236号

平成 27年 3月 16日

東」；E労働局長

機械等の安全確保について
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神労発基0316第 1号

平成 27~ 3月 16臼

神奈川労働局全

4、裂圧カ容器の適正な取扱いについて



， 

.l.JIJ添

報告年月日マ平成O年O月の日

0 0 0 0 あて

の のの 0

偲別検定を受けていない小型圧力容器の取扱いについて


















